
 

議案第５６号 

 

市長等の期末手当並びに教育長の期末手当及び勤勉手当の特例に

関する条例の一部改正について 

 

市長等の期末手当並びに教育長の期末手当及び勤勉手当の特例に関する条例

の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成２４年１１月３０日提出 

市川市長  大 久 保  博 

 

 

 

市川市条例第  号 

市長等の期末手当並びに教育長の期末手当及び勤勉手当の特例に

関する条例の一部を改正する条例 

市長等の期末手当並びに教育長の期末手当及び勤勉手当の特例に関する条例

（平成２４年条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「１００分の２０」を「１００分の３０」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

  

 



理  由 

 

  現下の厳しい財政状況を踏まえ、市長の期末手当の額を更に減額する必要

がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 


